
県 政 協 議 会

令 和 ７ 年 １ ０ 月 １ ４ 日 (火 )

午 前 １ ０ ： ０ ０

１ ． 令 和 ６ 年 度 一 般 会 計 の 決 算 状 況 に つ い て

２ ． 令 和 ６ 年 度 決 算 に 基 づ く 健 全 化 判 断 比 率 ・ 資 金 不 足 比 率 に つ い て

３ ． ツ キ ノ ワ グ マ の 出 没 状 況 等 に つ い て

４ ． そ の 他
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令和７年１０月１４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総　　　 務 　　　部

　　　　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づいて算定した、「健全化判断比率」
　　　及び公営企業会計の「資金不足比率」については、次のとおりです。

Ｒ６決算 Ｒ５決算 Ｒ６－Ｒ５

実質赤字比率 － － －

連結実質赤字比率 － － －

実質公債費比率（※３カ年平均）
１４．３％
（４１位）

１５.３％
（４３位）

▲１.０

将来負担比率
２３２.９％
（４１位）

２４３.０％
（４２位）

▲１０.１

－ － －

※実質公債費比率は３カ年の平均値

　Ｒ６決算：14.3％（Ｒ６:14.6%、Ｒ５:14.3%、Ｒ４:14.0%の平均値)

　Ｒ５決算：15.3％（Ｒ５:14.3%、Ｒ４:14.0%、Ｒ３:17.8%の平均値)

※（　）内は全国順位

                         令和６年度決算に基づく健全化判断比率・　

                         資金不足比率について　　　　　

健
全
化
判
断
比
率

資金不足比率
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〔参考〕早期健全化基準等

早期健全化基準 財政再生基準 指標の説明

実 質 赤 字 比 率 3.75% 5% 一般会計等における実質赤字の標準財政規模に対する比率

連結実質赤字比率 8.75% 15%
全会計における実質赤字(又は資金不足額)の標準財政規模に
対する比率

実質公債費比率 25% 35%
公営企業を含む地方公共団体が負担する元利償還金等の標準
財政規模に対する比率

将 来 負 担 比 率 400% －
地方公共団体が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模
に対する比率

資 金 不 足 比 率 （経営健全化基準）20% －
公営企業会計における資金不足額の事業規模に対する比率
※対象は電気事業会計ほか６会計

※早期健全化基準・・・健全化判断比率のいずれかが基準以上である場合には、「財政健全化計画」を定めなければなり
　　　　　　　　　　　ません。

※財政再生基準・・・・健全化判断比率のうち将来負担比率を除いた３つの指標のいずれかが基準以上である場合には、
　　　　　　　　　　　「財政再生計画」を定めなければなりません。

※地方債の許可基準・・実質公債費比率が18％以上である場合には、「公債費負担適正化計画」を定め、地方債の発行に
　　　　　　　　　　　当たり総務大臣の許可を得なければなりません。
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